
議案第147号 

 

訴えの提起について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和３年11月30日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青       

 

 

   訴えの提起について 

 

 廃棄物処理に関する不法行為等に係る損害賠償の請求に関し、次のとおり訴えを

提起する。 

 

記 

 

１ 訴えの相手方 

 (1) 住所 つくば市谷田部2265番地１ 

   氏名 株式会社江原工業所 代表取締役 江原 一郎 

 (2) 住所 つくば市■■■■■■■■■■ 

   氏名 ■■ ■■ 

 

２ 請求の趣旨 

 (1) 相手方に対し、連帯して、本来得られたはずの事業系一般廃棄物の処理手数



料１億85万1,285円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める。 

 (2) 相手方に対し、連帯して、損害賠償請求権の行使のための弁護士費用1,008

万5,128円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める。 

(3) 相手方に対し、訴訟費用の負担を求める。 

 

３ 訴えの理由 

 市が相手方から本来得られたはずである平成28年４月から令和２年１月までの

間における事業系一般廃棄物の処理手数料及び損害賠償請求権の行使のための弁

護士費用並びにこれらに対する遅延損害金について、相手方に支払を求める通知

書を令和３年９月22日に送付したが、支払期限の同年10月22日までに支払に応じ

なかったため、訴えを提起するもの 

 

４ その他 

 必要に応じて次の行為をすることができる。 

(1) 訴えの取下げ 

(2) 控訴、上告、上告受理申立て又はそれらの取下げ 

(3) その他請求の内容を実現するため必要な裁判上の行為 

 （提案理由） 

 損害賠償の請求に関して、訴えを提起するため提出するものである。 

 

 


